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公表所管課長(総務部総務課長)  様

会計課長 三瀬 功   

会  議  要  録

名 称 西予市公金管理運用委員会

事 務 局

西予市会計課

電 話 0894-62-6412

ＦＡＸ 0894-62-6524

開 催 日 時 令和２年９月 14 日(月) 13:00～14:54

開 催 場 所 西予市役所 ４階副市長室

出席者

委 員
委員長：三瀬 功、委員：宗 正弘、山住 哲司、宇都宮

明彦、板倉 公三

その他

事務局 会計管理者 会計課長補佐

議事内容(要旨)

(１)指定金融機関の輪番制導入に係る検討について

事務局 指定金融機関の輪番制導入検討に係る経緯、

愛媛県・県内市町の輪番(公募)制の導入状況及

び導入した場合の懸念される影響等について資

料を基に説明を行い、委員の意見を伺った。

委 員 輪番制を導入した場合、市としてのメリッ

ト・デメリットはあるのか。

事務局 愛媛県・県内市町の輪番(公募)制の導入状況

について調査した結果、輪番制を導入している

のは、宇和島市、西条市、四国中央市及び久万

高原町の３市１町、公募制を導入しているのは、

大洲市の１市です。

    調査における回答の中でメリットとしては、

窓口の公金取扱時間が、従前より30分延長され

16:30まで、１時間延長され16:00までになった



（当市は、8:30～17:00で、県内市町の中でも

長）。デメリットとしては、指定期間終了ごとに

発生する業務の増、指定金融機関交替ごとに発

生するシステムの改修・テスト、入金口座の変

更に伴う混乱、口座振替(引落し)の変更手続き、

基金の定期預金の手続きが面倒等でした。

    また、市町への政策等への協力・地域貢献に

ついては、ファンドによる支援、空き家等対策

の支援、地域イベント等への支援・参画が、収

納サービス等の提案については、コンビニ収納

説明会の開催、各種収納サービスの提案があっ

た。

    後に、当市の指定金融機関の東宇和農協は、

窓口の公金取扱時間、定期預金の金利等、他の

金融機関よりも努力してもらっている面につい

ても説明した。

  委員長 調査結果及び委員の意見を踏まえ、当委員会

として、輪番制は、あまりメリットが見えてこ

ない旨の結論とし、市長に報告します。

備 考


